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第15回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成21年12月11日) 

 

 第 15 回  熊本県議会道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 
平成21年12月11日(金曜日) 

            午前10時７分開議 

            午前11時22分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 地方分権改革推進について 

 （２） 道州制について 

 （３） 政令指定都市について 

 （４） 過疎対策について 

 （５） 閉会中の継続審査事件について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(16人) 

        委 員 長 井 手 順 雄 

        副委員長 佐 藤 雅 司 

        委  員 児 玉 文 雄 

        委  員 前 川   收 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 九 谷 弘 一 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 上 田 泰 弘 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 増 永 慎一郎 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総合政策局 

         局 長 安 倍 康 雄 

    総括審議員兼次長 黒 田   豊 

    首席政策審議員兼 

      企画調整課長 神 谷 将 広 

 総務部 

         部 長 松 山 正 明 

         次 長 瀬 口   豊 

首席総務審議員兼 

        財政課長 田 嶋   徹 

        税務課長 佐 藤 幸 男 

      市町村総室長 楢木野 史 貴 

   市町村総室副総室長 五 嶋 道 也 

地域振興部 

         次 長 松 見 辰 彦 

      地域政策課長 小 林 弘 史 

健康福祉部 

    健康福祉政策課長 古 森 誠 也 

環境生活部 

    政策調整審議員兼 

   環境政策課課長補佐 松 岡 大 智 

 商工観光労働部 

    首席商工審議員兼 

      商工政策課長 内 田 安 弘 

 農林水産部 

    農林水産政策課長 白 濵 良 一 

 土木部 

        監理課長 鷹 尾 雄 二 

教育委員会事務局 

      教育政策課長 松 永 正 男 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 後 藤 勝 雄 

     議事課課長補佐 徳 永 和 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時７分開議 

 

○井手順雄委員長 委員の先生方、皆さんお

そろいになりましたので、第15回道州制問題

等調査特別委員会を開催いたします。 
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 それでは審議に入りますが、本委員会に付

託されている調査案件は、１、道州制に関す

る件、２、地方分権改革推進に関する件、

３、過疎対策に関する件であります。 

 まず、執行部からの説明の後に一括して審

議を行いたいと思います。 

 説明に当たっては、可能な限り簡潔にお願

いいたします。説明は、着座のままで結構で

あります。 

 それでは、お手元の次第に沿って順次、説

明をお願いいたします。 

 まず、議題１の、地方分権改革推進関係に

ついて、神谷企画調整課長お願いします。 

 

○神谷企画調整課長 企画調整課の神谷でご

ざいます。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、分権関係について御報告申し上げま

す。資料の１ページを、お願いいたします。 

 こちらが、これまでの分権改革の流れでご

ざいます。ゴシック体にさせていただいてい

る右下の部分、こちらが前回の委員会からの

主な動きでございます。分権委員会では、３

次勧告、４次勧告の２つの勧告が出されてお

ります。政府と知事会、地方６団体の間の国

と地方の協議の場、法制化されていないその

前段階のものでございますが、開催されてお

ります。 

 あと、さらには地域主権戦略会議というも

のが政府に設置され、12月１日には分権改革

の推進計画の構成案が示されております。順

次説明申し上げます。２ページでございま

す。 

 こちらは３次勧告の概要でございます。こ

ちらにつきましては、前回の委員会で素案を

報告させていただいておりまして、内容はほ

とんど同じでございます。 

 加えられましたのが、第２章と第３章でご

ざいます。下の部分になりますが、地方自治

関係法制の見直しということでございまし

て、教育委員会、農業委員会について必置規

制を見直すべきではないか、さらには財務会

計制度について見直すべきではないかという

内容が勧告に盛り込まれております。 

 右側の第３章、国と地方の協議の場の法制

化では、分権の委員会としても国と地方の協

議の場について法制化を目指すべきという内

容が盛り込まれております。 

 続いて、３ページをお願いいたします。 

 第３次勧告で盛り込まれました義務付け枠

付けにつきましては、政府の方で地方から強

く要望のある104項目について、まず検討が

第１段階として進められてございます。数字

で申し上げますと一番左下の部分でございま

すが、全体の104勧告された事項のうち地方

が要望しているもの104のうち、各府省から

勧告どおり見直すとされたものは28にとどま

っておるという状況でございます。勧告内容

と異なる見直しのものが34、その他のものは

ゼロ回答といった状況でございまして、なお

現在も政府の間で調整が進められておるとこ

ろでございます。 

 ４ページは、勧告どおり見直すと各府省が

回答したものの代表例を掲げております。中

では、総務省の市町村の総合計画の義務付け

を廃止するですとか、国土交通省で申し上げ

ますと公営住宅の整備基準を条例に委任する

といったことは、勧告どおり見直すと回答が

あっております。 

 ５ページに移りまして、こちらは勧告内容

と異なる見直しを行うと、各省から回答があ

ったものの代表的なものでございます。 

 厚生労働省では、保育所などの施設の最低

基準を条例へ委任すべきという勧告内容に対

しまして、部屋の面積ですとか人員の配置の

基準というのは自治体が従うべき基準として

引き続き残す必要があるといったような、勧

告と異なる内容の回答がございます。 

 国土交通省で申し上げれば、道路の構造基

準で、安全面なり、交通の円滑性の確保とい

った基準は現行どおり残すという回答がなさ
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れているところでございます。 

 ６ページにまいりまして、こちらは第４次

勧告の内容でございます。第４次勧告では、

主に税財源ということを論点にいたしまし

て、当面の課題としてまず交付税の総額を確

保、法定率の引き上げを検討すべきじゃない

かといったことが勧告に盛り込まれておりま

す。そのほかにも、国の直轄事業負担金制度

の改革ですとか国と地方の協議を早急に開始

しようという内容が盛り込まれております。 

 右側が中長期の課題ということで、地方税

制改革ということで地方税の充実、さらには

望ましい地方税体系の構築を行うべきという

ことで、当面、国と地方の税源配分を５対５

というのを目標に取り組んでいくべきではな

いか、地方消費税も充実すべきであるといっ

た内容が盛り込まれてございます。 

 これまで第１次から第４次まで４つの勧告

が出されておりますが、この第４次勧告をも

って分権改革推進委員会としての最終勧告で

ある、今後この委員会は監視するための機関

として残るということで、委員会としては引

き続き進捗状況を注視していくという体系に

なっております。 

 続きまして、７ページでございます。こち

らの、これまでの分権改革推進委員会の勧告

なども踏まえまして、これは政府として分権

改革推進計画というものを、具体的な期日は

未定でございますが、政府として計画を定め

ていくという中の構成の内容でございます。 

 この中では、まだ具体的な内容は盛り込ま

れてはございませんが、まず１点目として義

務付け・枠付けの見直しを計画として盛り込

む、２点目として、国と地方の協議の場の法

制化そういったものも盛り込む、第３番目と

して、今後の地域主権改革は、国に設置した

地域主権戦略会議で進めていく、この３つを

主な内容として必要な計画を定めまして、そ

の後次期の通常国会に関係する法律の改正案

を提出するという流れになっております。 

 ８ページでございますが、このほかに現政

権におきます分権政策にかかる主な動きをま

とめております。 

 まず１点目が、国と地方の協議の場、こち

らが11月16日に開催されてございます。まず

１回目の会合が持たれたということで、地方

側から協議の場の法制化に向けた作業チーム

を提案したところでございます。 

 続きまして、９ページでございます。 

 こちらは、11月17日に政府に地域主権戦略

会議が、総理大臣をヘッドにした組織が設置

されてございます。今後、この会議を中心に

地域主権改革の具体化が図られることとされ

てございます。 

 10ページにまいります。 

 全国知事会の主な動きでございます。全国

知事会では、新政権の重要な政策課題につい

て、知事会として積極的に提案を行っていく

ために、９つのプロジェクトチームを設置し

ております。その中で地方分権関係の主なプ

ロジェクトチームは、ここに書いてございま

す４つでございます。国と地方の協議の場の

法制化のプロジェクトチーム、国の出先機関

原則廃止のプロジェクトチーム、あとは、一

括交付金ですとか直轄事業負担金制度改革、

これについてもプロジェクトチームで検討を

始めてございます。 

 その中でも、11ページと12ページで、国の

出先機関の原則廃止、熊本県にも大きく関係

してきますので、概要を報告させていただき

たいと思っております。 

 全国知事会として、政府から国の案を待つ

のではなくて、知事会から積極的に提案して

いくという姿勢で、国の出先機関廃止のプロ

ジェクトチームが動き出してございます。 

 その中で取り組みの方向性といたしまし

て、まず知事会として国の事務を厳格に仕分

けをしていく、国が絶対やらなければいけな

いもの、さらには民間に委ねることができる

もの、そういったものを厳密に仕分けをしま
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して、地方でできることは地方ですべて取っ

ていくというような姿勢で進める。その際、

具体的に地方が受け取る際にどういった体制

で臨めばいいのかということも、しっかり提

言していこう。そのとき、地方の都合のいい

ものだけもらうのではなくて、すべて何でも

もらうというような強い意思で、両論併記型

の提言はやめようということでやっておりま

す。 

 12ページで、その具体的な詳細を細かく書

いてございます。こちらにつきましては、か

なり細かくなりますので説明は割愛させてい

ただきますけれども、今後このプロジェクト

チームを中心に具体的に地方として国の出先

機関原則廃止をどう受けとめていくか、そう

いった検討を進めていく予定でございます。 

 続きまして13ページと14ページ、こちら参

考になりますけれども、九州と熊本におきま

す国の出先機関の現状をまとめてございま

す。 

 13ページは、分権委員会の第２次勧告で見

直す対象になった15系統の機関でございま

す。こちらを合計いたしますと、九州全体で

１万4,600名程度、熊本県内では2,300名程度

の国の機関の職員がおるという状況でござい

ます。 

 その14ページは見直し対象とされなかった

機関で、この中で原則廃止とうたわれており

ますが、どれだけ地方にくるかはまだ今後の

議論になりますけれども、そこにも1,400名

ほど熊本におりまして、全体で国の出先機関

の職員が熊本県内に3,700名おるといったよ

うな現状でございます。 

 駆け足でございますが、分権関係について

は以上でございます。 

 

○井手順雄委員長 次に、熊本合同庁舎関係

について小林地域政策課長にお願いします。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 熊本合同庁舎につきまして、資料の17ペー

ジ、18ページをもとに御説明させていただき

ます。 

 まず17ページでございますが、現在、国の

出先機関の見直しが議論されております途上

にありますことから、今年度に完成予定のＡ

棟については、本体工事がほぼ完成している

ものの内装工事が一時中止されているという

状況にございます。 

 また、平成24年度に完成予定のＢ棟につき

ましても、来年度の予算の概算要求が見送ら

れているという状況にございます。 

 続きまして、熊本合同庁舎整備にかかる要

請活動について説明させていただきます。18

ページをごらんいただきたく思います。 

 10月６日には、原口総務大臣に、14日には

前原国土交通大臣に本県の蒲島知事が直接面

会し、合同庁舎の着実な整備を要請したほ

か、11月19日には岡本九州地方整備局長に対

しましても同様に、着実に整備していただき

たい旨を要請しているところでございます。 

 また、12月５日に行われました県選出国会

議員との意見交換会におきましても、現状を

報告いたしますとともに合同庁舎の着実な整

備を要請したところであります。出席された

国会議員の先生方自らも、合同庁舎について

言及があり、幾つかコメントを紹介させてい

ただきますと、Ａ棟だけではなくて、Ａ棟、

Ｂ棟の２つを早期に整備していくという１つ

の方向性を見出していきたいですとか、合同

庁舎の整備は熊本城の周辺整備と一体となっ

ており、何年も何年も先延ばしすべきでない

等、建設を促進すべきという趣旨の御発言を

いただいたところでございます。県といたし

ましても合同庁舎の整備が進むよう、今後と

もさまざまな機会を活用して国や地域主権戦

略会議等に対して働きかけていくことといた

しております。 

 合同庁舎関係は、以上でございます。よろ
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しく、お願いいたします。 

 

○井手順雄委員長 次に、２の道州制につい

て神谷企画調整課長にお願いします。 

 

○神谷企画調整課長 続いて、道州制関係に

ついて御報告申し上げます。資料の21ページ

をお願いいたします。 

 道州制につきましては、政権交代したとい

うこともありまして、大きな動きはございま

せん。ここの10月と12月にゴシックで書いて

ある部分が、主な動きといえるものでござい

ます。 

 22ページを、ごらんいただきたいと思いま

す。 

 原口総務大臣が、道州制のタスクフォース

をつくるという発言を記者会見でなされてお

ります。こちらにつきましては、経団連の御

手洗会長などが、道州制についてもしっかり

議論するべきではないかという提言を受けま

して、総務大臣としても、それは共通のタス

クフォースをつくって研究していこうという

ことが御発言されてございます。 

 こちらにつきましては、現段階ではまだ具

体的なタスクフォースの立ち上げとかそうい

った情報は入っておりませんが、この動きを

注視してまいりたいと思っております。 

 続きまして、23ページをお願い申し上げま

す。 

 道州制、分権も含めまして今後具体的どう

なっていくかということを、県民ですとか関

係団体の皆様に説明していかなければならな

いだろうと思っておりまして、まず12月２

日、先週でございますけれども「熊本テル

サ」で道州制のシンポジウムを開催させてい

ただきました。こちらにつきましては、各委

員多くの方に御参加いただきまして、本当に

ありがとうございます。400名程度の御参加

をいただきまして、知事ですとか元官房副長

官の石原さんから御講義をいただいたところ

でございます。 

 下になりますけれども、毎年度開催してご

ざいますが、地方分権と道州制について周知

を図るという意味で、県内の各ブロックで市

町村の職員ですとか経済団体の職員の方を対

象に、県の方から現状ですとか今後の見通し

などを御報告するセミナーを開催したいと思

ってございます。 

 続きまして24ページからでございますが、

政策連合について御報告させていただきたい

と思っております。こちらは、前回の委員会

の場で氷室委員の方から御指摘があったもの

でございます。 

 政策連合と申しますのは、経緯・目的を一

番上でまとめてございますけれども、九州地

方知事会と九州地域戦略会議で「九州はひと

つ」という理念を具体化していく１つの取り

組みでございます。平成13年６月から取り組

みを始めまして、県の枠にとらわれない広域

的な枠組みについて検討を進めておるところ

でございます。 

 これまでの主な成果といたしまして、産業

廃棄物税の導入、これは平成17年４月から一

斉に導入してございます。さらには、森林保

全に関する税の導入、本県も導入しておりま

すが、沖縄県を除く各県で随時導入を進めた

ところでございます。さらには、熊本県を含

みます３県で身障者用の駐車場利用を相互に

やろうということで、協定を締結した、こう

いったものが主な成果として挙げられます。 

 現在、取り組み中のものといたしまして、

来年の上海万博への取り組みですとか九州観

光推進機構におきます一体となった観光施策

の展開に取り組んでおるところでございま

す。 

 

 25ページ、26ページで、これまでの政策連

合におきます取り組みを一覧でまとめてござ

います。 

 主な成果、現在の取り組みの内容は、先ほ
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ど申し上げたとおりでございますが、全体で

38項目の取り組みを進めてきたところでござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○井手順雄委員長 続きまして、政令指定都

市関係について楢木野市町村総室長にお願い

します。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室長です。 

 政令指定都市関係につきまして、御説明さ

せていただきます。資料の29ページを、お願

いいたします。 

 大きなⅠ、政令指定都市移行に向けた取り

組みの状況についてでございますが、去る10

月16日に、城南町と植木町を熊本市に編入す

る廃置分合についての総務大臣告示が行われ

まして、来年３月23日の合併がこれで確定を

いたしました。 

 これに先立つ10月６日には、知事が原口総

務大臣に対し、熊本市の合併と政令市への円

滑な移行について支援・協力を要請いたしま

した。原口大臣からは、支援していく旨の回

答をいただいたところでございます。 

 熊本市は平成24年４月の政令市移行を目指

し準備を進めておりますけれども、その１つ

として、去る10月27日に県と市で政令指定都

市移行県市連絡会議を設置し、県から市への

事務権限移譲についての協議を始めておりま

す。県としても、引き続き政令市移行に向け

た諸準備が円滑に進められますよう、できる

限り支援してまいります。 

 次に大きなⅡ、政令指定都市移行県市連絡

会議についてでございますが、まず会議の体

制と主な協議項目ですけれども、資料の30ペ

ージをごらんください。 

 この連絡会議は、移譲事務に関係する県と

市の各部局長で構成しております。なお、会

長は熊本市の企画財政局長、副会長は県の総

務部長としております。 

 この連絡会議の下に幹事会と分科会を設け

ておりまして、まず各分野ごとの分科会で担

当課、部局レベルの協議を行うこととしてお

ります。この分科会で、協議が未了となった

事項については、その上の幹事会で協議・調

整し、最終的には連絡会議に付議するという

形で協議を進めていくこととしております。 

 主な協議事項につきましては、一番上の二

重丸の連絡会議という、そのメンバー表の下

に記載しておりますけれども、県から市への

事務権限移譲に関する協議、それから県から

市への事務権限移譲に伴う財務に関する協

議、その他として事務権限移譲に伴う人的支

援等について協議していくこととしておりま

す。 

 次に、事務権限移譲の協議対象となる事務

数ですけれども、恐れ入りますけれども資料

の29ページにまた戻っていただきまして、ま

ん中よりもちょっと下の方ですけれども、こ

こに分科会及び事務移譲区分ごとの事務数の

一覧表を掲載しております。これは、あくま

でも現段階での事務数ということになります

けれども、全体で340事務を協議の対象とし

ております。 

 各事務の内容を詳細に区分した数を項目数

として整理しておりますけれども、この項目

数につきましては、今後の県・市協議の中で

根拠法令等を精査し算出することとなります

が、他県の例等により1,000から1,500の項目

数になると見込んでおります。 

 市町村総室からの説明は、以上です。 

 

○井手順雄委員長 最後に過疎対策につい

て、小林地域政策課長お願いします。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。 

 過疎対策関係につきまして、前回からの変

更点を中心に御説明させていただきます。資
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料の34ページを、お願いいたします。 

 ４の、これまでの主な取り組みと今後の主

な取り組み予定でございますが、10月８日

に、県議会の方で可決をいただきまして、衆

参両院及び関係大臣に対しまして新法制定に

関する意見書を提出させていただいたところ

でございます。 

 また同じく10月31日には、県選出国会議

員、県議会議員、関係市町村長等約300人の

参加を得て、新過疎法の制定実現を求める熊

本県総決起大会を開催し、新過疎法の制定を

求める決議を行ったところでございます。決

議文の写しにつきましては、37ページから39

ページに掲載されておりますので、後ほど御

覧いただきたいと存じます。 

 また11月４日には、全国過疎地域自立促進

連盟の主催によります新過疎法制定促進総決

起大会に参加し、大会終了後、県選出国会議

員に対して要望活動を実施したところでござ

います。こちらの決議の写しにつきまして

も、40ページ、41ページに掲載されておりま

すので、後ほど御覧いただきたく存じます。 

 続きまして、５の新法制定に向けた国等の

主な動きについてでございますが、まず⑴の

政府・民主党の動きから御説明させていただ

きます。 

 10月15日になされた総務省の概算要求にお

きまして、新たな過疎対策の推進など、安心

して暮らせる地域づくりが、主要事項の１つ

として盛り込まれたところでございます。 

 また、34ページから35ページにかけまし

て、原口総務大臣や鳩山総理大臣が国会等の

場において過疎に関して発言された内容につ

いて、主なものを記載させていただいている

ところでございます。 

 御案内のとおり現行過疎法は今年度末で失

効いたしますが、絶対に切らしてはならない

旨の発言が10月28日には鳩山総理から、11月

５日には原口総務大臣からそれぞれあってい

るところでございます。 

 また地域指定につきましては、11月６日に

原口総務大臣より、現在、過疎指定を受けて

いるエリアはそのままにしつつ、新たなエリ

アも加えバージョンアップしたものを全党派

の議員立法で成立させることが望ましい旨の

発言があっておるところでございます。 

 さらに、過疎対策事業債につきましても、

ソフト事業に使えるようにしたい、また基金

をつくり医療対策等に使うなど、柔軟・拡大

の方向でいけたらと考えている旨の発言があ

っているところでございます。 

 また11月18日には、35ページになります

が、小沢幹事長と原口総務大臣が会談し、現

行の過疎法を３年程度延長する法案を来年の

通常国会に議員立法で提出することで合意し

たとの報道があっておるところでございま

す。 

 次に(2)の、自由民主党の動きについてで

ございますが、10月28日に行われました過疎

対策特別委員会では、これまで自民党として

議論してきたものを法案として出すことが大

切であるとの意見が出され、臨時国会中に法

案を提出できるよう準備を進めることで一致

をしたところでございますが、現在、調整中

ということで伺っております。 

 その後11月５日には、全国過疎地域自立促

進連盟から意見聴取を実施したほか、11月18

日には大島幹事長より、政権にいた知恵と力

を使って対案をつくる旨の発言があっておる

ところでございます。 

 次に(3)の公明党の動きでございますが、1

0月28日に過疎法見直しプロジェクトチーム

を設置し、11月18日には全国過疎地域自立促

進連盟からヒアリングを実施しているところ

でございます。 

 (4)の全国知事会等の動きにつきまして

は、10月26日に九州地方知事会におきまし

て、新たな過疎法の制定に関する要望を決議

したところでございます。 

 決議の趣旨につきましては42ページに掲載
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されておりますので、こちらも後ほど御覧い

ただければと考えております。 

 (5)の全国過疎地域自立促進連盟の動きに

つきましては、既に説明させていただいた部

分と重複いたしますので、説明は割愛させて

いただきます。 

 過疎対策については、以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

○井手順雄委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、これより質疑を受けた

いと思います。何か御質問はありませんでし

ょうか。 

 

○前川收委員 地方分権推進計画というんで

すか、最初のやつですね、この中で知事会も

頑張って、国の出先機関廃止プロジェクトチ

ームというものまでおつくりいただいて、さ

っきの説明では、とにかく徹底的にやるとい

うようなお話、両論併記はしないというよう

な覚悟を持ってやられるという話が片方にあ

りますね。もう一方ではＡ棟、Ｂ棟の話があ

りますね。出先機関が廃止されれば基本的に

はだれも入らない空き家になりますから、全

部はあれとして、すべてではないかもしれま

せんけれども、主な利用目的がなくなるとい

う前提があるわけですね。僕はＡ棟、Ｂ棟は

絶対つくらなければいけないという気持ちを

持っておりますし、ぜひそうしていただきた

いと思っています。 

 それから地方分権についても、出先機関の

廃止という部分については、例えば川辺川ダ

ムの問題、国交大臣が廃止する、つくらない

とおっしゃった以上、川辺川はいまだに県管

理なんですね。球磨川本流というのはこれは

国交省管理ですけれども、川辺というのは一

定区間は県管理。ただダムができるところだ

けが国交省管理というふうになっていますけ

れども、これは僕の持論なんですけれども、

国がダムをつくらずに治水対策をやるという

話を言われたんであれば、その県管理区間は

ぜひ国に取っていただきたい、国の責任にお

いて治水対策をやってもらいたい。ダムはつ

くらないと大臣がおっしゃって、何か洪水が

あったとき、管理はこれは県ですから県が責

任を持ってやってくれと言われたって、こっ

ちはたまったもんじゃないわけでありますか

ら、そういう部分から見れば、分権推進とい

うのはわかりますけれども、しっかり１点１

点で見つめていかないと私はとんでもないこ

とになるというふうに思っています。それは

例えですね。 

 もっと例えじゃないものとして自己矛盾を

はらんでいるのがＡ棟、Ｂ棟、これはプロジ

ェクトチームまでつくって出先機関廃止プロ

ジェクトチームを全国知事会がおつくりにな

って、とにかく廃止しましょうという一方

で、Ａ棟、Ｂ棟はつくってください、その主

な目的は国の出先機関がそこに移転していた

だくという話、もちろん熊本城の問題等々も

ありますから私は賛成であります。しかし知

事として知事会として同等の行動を、おつき

合いでやられているのかもしれませんけれど

も、これはやっぱり自己矛盾を大きくはらん

だ行動だと思います。これは、私が逆に国の

立場であれば、あんたたちは地方は出先機関

を廃止してくれと言い、そこに入る出先機関

を廃止して、でもＡ棟、Ｂ棟はつくってくれ

というのは、それは筋が通らんでしょうとい

う話になるのはこれは当たり前でありますか

ら、熊本県として知事として全国知事会の中

でそういう仕切りをやっていらっしゃるの

か。全国知事会がやられるのはいいけれども

熊本県は違いますよということは、はっきり

おっしゃった上でやっていらっしゃるのか、

どう整理されているか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

 

○神谷企画調整課長 企画調整課でございま

す。 
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 前川委員御指摘のとおり、分権と合庁とい

うのは論理的に矛盾しているというその受け

取り方というのは、普通そうだろうと思って

おりますが、県としては地方分権は進めなけ

ればならない、国の出先機関は原則廃止とい

うことについて反対という立場ではございま

せんが、我々としても考えていますのは、出

先機関が廃止されたとしても、その機能はど

こかが果たさなければならないと思っており

ます。それでプロジェクトチームの方で、本

当に国に残すべきものは残す、そこは国と地

方の役割分担をしっかり議論しないと、先ほ

ど川辺川の話もございましたけれども、そこ

は役割分担をはっきりさせていく中で整理を

していくものだろうと思っております。 

 先ほどの合庁に関して申し上げれば、その

機能は残るわけでございます。政権の方も生

首は切らないという話もございますので、そ

ういった機能を果たすべき執務する場所とい

うのは引き続き必要ではないかなと思ってご

ざいます。 

 そういう中で、知事会のプロジェクトチー

ムの中でも出てきておりますけれども、その

受け皿として広域連合というものが今後クロ

ーズアップされてくるんじゃないかなと思っ

ております。今後、まだ知事会のプロジェク

トチームの動きも見ていかなければなりませ

んけれども、合同庁舎の方で、例えばその広

域連合を熊本の合同庁舎に拠点を置いていた

だくとか、そういったことも考えられるんで

はないかなと思っておりまして、国の出先機

関廃止後の受け皿についての検討を進めてお

るところでございます。 

 

○前川收委員 今の説明では、非常に苦しい

説明だと。私が聞いても苦しいなと思ってお

りましたから、相当に苦しいと思いますよ。

これ国がその出先機関を廃止することが前提

だということで皆さん方が行動を起こす、皆

さん方がというか知事会が行動を起こしてい

らっしゃって、その中で蒲島知事も同等の考

えで同調なさってやっていらっしゃるんでし

ょうと言われたときに、それはそうですと言

いながら、ではだれが入り何をするのかと言

われたとき、例えば、おっしゃった広域連合

的な広域政策連合というものが入るとすれ

ば、それは仮に国がつくらなければ、国が協

力しなければならないんですかという議論が

必ず生まれて、これは九州道を目指すのだっ

たら、道としてやられるか、もしくは九州各

県が協力し合ってそれをやるということに必

ず議論は変えられていくというふうに思いま

すので、ここはもう１回きちっとした理論構

成をしないと非常に難しいと思います。その

理論構成をする上において、熊本県の立場は

全国知事会が右を向いたからといって全部右

向けなんていうことじゃないんでしょう。

（「それは、そうですね」と呼ぶ者あり） 

では熊本県の立場というのは、そのＡ棟、Ｂ

棟をつくることもいいというものに主眼を置

くのか、もしくは全体の流れの中に従うの

か、これは政治判断を大きく図らなければな

らない、議会としてもやっぱり議論をしなけ

ればならない部分だと思っています。 

 これはもう、地方分権というのは全部一く

くりの中で話をされていますけれども、いい

分権と悪い分権とがあると私はいつもここで

言っているんですけれども、何でもかんでも

「分権」と言えば全部通るんだというような

空気があることをやっぱり検証しながらやっ

ていかなければならないと思いますから、今

課長に答えてくれと言ってもたぶん難しいで

しょうけれども、Ａ棟、Ｂ棟の建設を求めて

いく過程において、この問題というのはきち

っと県も整理してほしいと思いますし、我々

議会としてどう整理するか、僕自身は整理し

ていますけれどもね。個人の考え方として

は、そんな分権なんて闇雲にやるべきじゃな

い。いい部分は残していかなければいかん。

分権は反対とまでは言いませんけれども、熊
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本にとって悪い分権はする必要はない。地方

のために分権をやろうと言っているのに、地

方である熊本にとってよくない話であれば、

そんなのは受け入れる必要はないというふう

に思っていますけれども、そういった部分の

議論をして、次の委員会か何らかの形でＡ

棟、Ｂ棟をつくってくださいという背景の中

で、その知事会の動きとの整合性というもの

をつくってください。お願いいたします。 

 

○井手順雄委員長 要望ですか。 

 

○前川收委員 要望じゃなくて、部長か何か

に、整理すべきかどうかということを思って

いらっしゃるのかどうか、その辺の考え方を

聞きたいですね。 

 

○安倍総合政策局長 確かに合庁の建設と分

権の進め方の中でのそういう広域連合のあり

方等についての関連でございますけれども、

これは知事ともいろいろ協議している中でも

出ますのは、やはり熊本県としてはこれまで

の熊本駅周辺整備の観点の中から、合庁の建

設はやはり最優先の課題として取り組んでい

くべき問題だろうということで、これは変わ

らない意見だと私どもも思っております。 

 ただ、その中で、今進められておりますよ

うな、そういう二重行政の解消であるという

ような問題等がある中で、地方分権を進めて

いく上で国の事務をどうやって地方が受け入

れていくのか、そういう形については、委員

もおっしゃったように、どういう形が望まし

いのかというのは、ちょっと今の段階でどう

というのはできませんけれども、そういう中

の１つの形としての広域連合というものの名

前があがっております。私どももイメージ的

には市町村からの共同事務を処理するような

一部事務組合というのが存在しておりますけ

れども、そういうような形のものが広域連合

あたりでは考えていくのかなというのは１つ

の考えとしてあると思いますけれども、いず

れにしても委員がおっしゃいましたとおり、

本県としては合庁建設推進、それと今後のそ

ういう国の出先機関との関連性、そういうも

のについてもう少しきちっとした県としての

意見あたりを公式の場で整理したものを示せ

るように、我々の内部でも検討させていただ

きたいと思います。 

 

○前川收委員 はい、よろしくお願いしま

す。 

 

○鎌田聡委員 今後の整理ということですけ

れども、整理する前にそのＡ棟またＢ棟も建

ててくれと、非常に乱暴と言ってはいけませ

んけれども、前川委員から今お話があったよ

うに、国からするとどういうことだろうとい

うような矛盾を非常に感じるんですね。その

広域連合で出先機関の業務を請け負っていこ

うというお考えも示されておりますけれど

も、これは全国知事会ではまだ議論になって

ないと思いますが、せめて九州内だけでも、

何かそういった気持ち合わせというのはでき

ているんでしょうか。 

 

○神谷企画調整課長 先ほど御報告の中で政

策連合というものを御報告させていただきま

したけれども、それとの関連で、まだ九州知

事会の場で正式にその広域連合について議論

が始まっているという段階ではございません

が、各県の知事ともそういう国の出先機関を

廃止する場合には受け皿というのは何らか、

すべて都道府県で受けるというものではなく

て、広域的に処理するものも残るだろうとい

う発言はございますので、今後その九州知事

会の場で議論を進めていかなければならない

と思っております。 

 

○鎌田聡委員 では、もう少し具体的に聞き

ますけれども、合庁に入る予定のところは、
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熊本県だけではなくて九州広域での業務をや

っていくところということで理解していいん

ですか。 

 

○神谷企画調整課長 合同庁舎に入ります中

では、熊本労働局など県単位の機関もござい

ます。それは恐らく広域連合というものには

なじまないだろうと思っております。ですか

ら、すべてが広域的というわけではございま

せん。ただ国の機関でございますので、広域

的なものがほぼ大半を占めるという状況でご

ざいます。 

 

○鎌田聡委員 大半を占めるんですかね。 

 

○神谷企画調整課長 17ページの中で申し上

げますと、Ａ棟の部分に書いてございます九

州の通信局、財務局、農政局、このあたりは

九州全体なり南九州なりを広域的に見ている

機関でございます。先ほど申し上げました労

働局ですとかは、熊本県内を対象のエリアに

してございます。あと営繕事務所ですとか地

方気象台、こちらは九州地方整備局などの九

州の統括機関のさらなる出先という位置づけ

でございます。右側のＢ棟につきましては、

自衛隊につきましては熊本の地方協力本部で

ございまして、国税局は熊本を含む４県が対

象エリアで、前についているこの４つにつき

ましては、熊本を対象エリアにしてございま

す。その下の九州農政局、九州地方環境事務

所につきましては、九州全体を対象にした機

関でございます。 

 

○鎌田聡委員 広域的にやっているところを

合計すると、そこまで２棟分の人数が要るの

かなというふうに思いますけれども、見直し

対象以外のところを含めると、やっぱりかな

りの人数になってくるとは思いますけれど

も、もう少しその辺の将来展望というか出先

機関に対して、廃止に対して熊本県がどう対

処していくのか、九州内でそれにどう対応し

ていくのかということを見ないままに、ただ

単に合同庁舎の建設だけを求めても非常に説

得力に乏しいというふうに思っていますの

で、また後ほどの意見書の中でも議論させて

もらいますけれども、先ほどの意見とかぶり

ますけれども、やっぱり県としてどうしてい

くんだという方針を立てなければ、なかなか

難しい話になっていくんじゃないかなと思い

ますので、次回の委員会で出されるというこ

とですから、そこはやっぱりきちんと出して

いただきたいと思います。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○児玉文雄委員 Ａ棟、Ｂ棟いろいろ議論さ

れておるけれども、Ａ棟は現在建っておるわ

けですから容積も面積もわかっているんだけ

れども、Ａ棟ではどれくらいの収容があるの

か。先ほど言われたのが、今、出先機関が3,

700余の人員がおると。だから例えば、こっ

ちのＡ棟だけでは収容しきれないということ

になればＢ棟、またＢ棟もＡ棟と同じような

大きさになってくるのか、そこらあたりが我

々は全くわからないんですが、ここには地上

12階、地下１階、約２万6,000平米と書いて

あるんですよね。これは事務棟だったら、２

万6,000平米だったら大体どれくらいの収容

ができるんですか。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。 

 現在の入居予定で申し上げますと、新熊本

合同庁舎のＡ棟には約1,090名が入居して勤

務する予定ということになっております。 

 

○児玉文雄委員 だから、収容可能な人員で

すよ、可能な人員。結局は、そこに入れる人

員ではなくて、いろいろの面から大体計算で

きるはずだ。それがなくてＡ棟、Ｂ棟をただ
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つくってくれつくってくれという議論をする

のもいかがなものかと思うんだよ。私は、そ

こはある程度考えた上でやらないとですね…

…。収容可能であるかということをですね。 

 

○前川收委員 その資料はたぶんないんだと

思いますけれども、それはまたちゃんとし

て。 

 私が言いたいのは、基本的にはＡ棟、Ｂ棟

は必要だということです。これは今までの流

れの中で熊本城も再開発も含めて、再建計画

も含めて長いスパンで計画されてきたもので

あって、熊本の最重要課題だとさっき政策局

長もおっしゃった。そのとおりだと私も思っ

ています。 

 ただ、そういうことを熊本県の政策として

きちっとやろうとしている中であって、知事

会の一員である知事が、知事会が右にと言う

からといって、自分のところの課題のことま

で整理せずに知事会の流れの中で動くのはい

かがなものかということなんですよ。知事会

は全会一致なんですか、それともどうなんで

すかね。私は、知事会がどう言おうと私は違

いますということをはっきり言えば、これは

熊本県の立場ははっきりするわけですよ。逆

に、僕はそう言ってほしいですよ。知事会が

全部廃止すると言っても、いや熊本県はそう

じゃない、熊本県は必要な出先機関は残して

ほしいと思っていますと言えばいいわけで、

知事会の法定根拠は知りませんけれども、47

都道府県が全部一緒でなければならないなん

て、どこにも法律にも書いてないわけであり

ますから、そこのところのやり方、整理をし

てもらわなければいけないと思っています。 

 それから全国県議会議長会もあるんでしょ

うけれども、そこはどう動いているのか、表

舞台にはまだほとんど出てないようでありま

すが、地方６団体の主役は知事会であります

から、その知事会の意向というのは非常に大

きく響くわけですよ。知事会の意向が全部我

々と同じ意向なんだと、みんな見てしまうわ

けですね。知事として、そうじゃないという

メッセージを出していいじゃないですか。熊

本県は違う。法律違反でも何でもないわけで

すから。Ａ棟、Ｂ棟を求めるときには、その

くらいの覚悟を持たなければいかんというこ

とです。 

 

○安倍総合政策局長 ただいま前川委員から

そういうお話をいただいていますけれども、

確かに知事会の中で今回いろいろなプロジェ

クトチームを組んでおります。今回、知事が

メンバーで入っておりますのは、行革プロジ

ェクトチームに入っております。 

 この出先機関のプロジェクトには本県の知

事が入っているわけではございませんけれど

も、それぞれのプロジェクトチームに対して

本県としての考え方、そういうものは意見と

して提出できる機会を与えられております

し、我々もそういうものを各プロジェクトチ

ームに伝えてきております。 

 そういう点で、この合庁建設について本県

の課題の１つであるということについては、

御意見として申し上げはしているところでは

ございます。ただ、きちっとした形でどうか

と聞かれると、ちょっとまだ確認はいたして

おりませんけれども、そういう意味では知事

からもお話はしていると思っております。 

 

○前川收委員 だから、そこはちゃんと県民

に向けても我々に対しても説明ができる形

で、全国知事会で発言してもいいじゃないで

すか。「私は違います」と言えばいいんだか

ら。だれも悪いことじゃないですよ。それは

熊本県の最大課題だと今おっしゃったわけで

すから、そういう認識を持つのならそういう

認識に基づいて言えばいいわけですから、そ

ういう整理をしてほしいということです。以

上です。 

 

 - 12 -



第15回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成21年12月11日) 

○井手順雄委員長 先ほどの児玉委員の話が

途中で……。結局、Ａ棟１棟に全部入らない

のか、できないのかという意見だったと思い

ますが。 

 

○児玉文雄委員 可能な人員というのがなく

て、Ａ棟、Ｂ棟とかいろいろ協議をするのは

おかしな話なんだよ。 

 

○井手順雄委員長 その辺でわかったら、小

林課長お願いします。 

 

○小林地域政策課長 Ａ棟とＢ棟の入居可能

数につきましては…… 

 

○児玉文雄委員 いやいやＡ棟は今どれくら

い……２万6,000平米と書いてあるから、ど

れだけの収容能力があるか、人員能力がある

かと。あなたは、さっき1,000何人が入る予

定だと言うけれども、ビルでもつくるとき、

これは民間でも一緒だが、これだけの面積が

あるからどれだけの売り場面積が取れると

か、これは商業施設だけれども、ビルの場合

はどれだけの収容能力があるからこれだけの

ビルをつくればいいと、そこらあたりの基本

がはっきりせんのに、Ａ棟とＢ棟とばかみた

いなことを言っておっても、どうにもこうに

もならんじゃないの。 

 

○井手順雄委員長 何かありますか。 

 

○小林地域政策課長 Ａ棟につきましては、

建設の段階でまず希望を取りまして、６官署

ここに入るということで進めております。そ

して当時はまだ出先機関の場合はそこまで議

論されておらなかったわけでございますの

で、先ほどちょっと説明が足りませんでした

が、1,090という人間がこの合わせた６官署

分の人間でございまして、それを持ってくる

という前提で２万6,000という面積をつくっ

たところでございます。現在は17ページの出

先機関の対応方針のところに書いてございま

すが、現在は出先機関の見直しの議論を受け

まして、計画規模の縮小ですとか間仕切りの

工事を中断して、そのような中で入居できる

ように、例えば官署の入居人員が減ったとし

ても対応できるような形で工事の方を進めて

いくということで伺っております。 

 

○児玉文雄委員 県も旧庁舎、新庁舎建物が

あるわけですよね。新庁舎をつくるときは、

前では入りきらないから、これだけの収容能

力のある建物をつくるという計画のもとにこ

れはつくってあるはずなんだね。ただむやみ

に何団体が入るからその結果が何人であった

ということじゃなくて、今、県としてはどれ

だけの面積が必要であるかということに基づ

いて新庁舎あたりはつくるはずなんだよね。

そこらあたりがわからんというのは、これは

基本的な考え方ですよ。国と言えば、それで

もう終わりだけれどもね。だから、これは国

の建物ですから県とは関係ありませんと、わ

からんなら、そこまではっきり言いなさい。 

 

○井手順雄委員長 調べてから、また御連絡

申し上げますということだな。コメントは、

まだ何かありますか。 

 

○松見地域振興部次長 申しわけありませ

ん。ちょっと説明がまずかったかもしれませ

ん。これをつくる段階で当然国の方で、それ

ぞれこの合同庁舎に入る希望を各官署にとっ

て、それぞれ必要な面積を出させて、その上

でＡ棟、Ｂ棟を計画してつくっておりますの

で、先ほど言いましたようにＡ棟では今の予

定では1,090名が全部入る、そしてＢ棟の方

では755名が入る。そしてＢ棟の方にはその

ほか、いわゆるサービス業の施設とか職員の

ための施設等も入りますので、そういうのも

設計の上で取った上で計画されているところ
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でございます。 

 

○児玉文雄委員 そういう計画をした上で、

どうしてもＡ棟、Ｂ棟が必要であるというこ

とが算出されたならば我々も、Ｂ棟も用地も

あるわけだから、ぜひ当初計画のようにつく

ってくれという意見書でも出すのが当然な形

なんだ。それなのに、この１棟にどれだけの

人間が入るのかもわからんでおっていろいろ

言うのは、もう本当に議論も何もせんのに何

を考えておるかと言いたいわけですよ。 

 

○大西一史委員 今、合同庁舎のＡ棟、Ｂ棟

の議論が白熱していまして、これはもう私は

随分前から、もう皆さん御承知のとおり一般

質問あるいは代表質問でも取り上げさせてい

ただいたんですけれども、まず、私は前回の

委員会でも申し上げましたけれども、前々回

もそうですけれども、その土地取得の経緯と

いうことを考えれば、まずその機能云々で、

国の出先機関の見直しということと自己矛盾

をはらむということは前川委員が御指摘のと

おり、確かにそのとおりなんですが、そもそ

も国の責任においてここの場所を合同庁舎に

する予定だったと、それが今の見直しの中で

こういう形で今中断されておるというような

ことなわけですよ。だから、とはいえあそこ

は国の土地になってしまって開発をしている

ということを考えれば、熊本駅周辺整備のそ

ういう賑わいを失わないように、そしてまた

国の責任において、きちっとした開発整備を

されるように申し入れをしていくということ

は、私は当然なことだと思います。その話

と、確かにリンクはするんだけれども、この

国の出先機関の見直しの話というのは、また

それを同時並列で議論をしていくと、これは

非常に「もう、できない」という話になって

しまう、論理的にはできないという話になっ

てしまう。 

 ですからやっぱり、私は熊本市選出の議員

でもありますし、あの辺の土地の取得経過や

あるいは賑わいを駅周辺に、そういったビジ

ネスの拠点を設けて賑わいを創出するという

ことを考えれば、そういう方向で国の土地を

有効活用してもらうように、仮にこれが中断

とかそれから－－今は中断しておる状況です

けれども－－やはり国の責任において、やっ

ぱり有効活用策を示してくださいということ

を私は言うべきではないかというふうに思い

ますが、その辺はどう思われますか。一応Ａ

棟、Ｂ棟をそのまま今つくってくれという話

だから、それは筋違いだろうという話になる

わけですけれどもね、どうですかね。違うア

イデアを国の方が出してくれということもあ

りなんじゃないですかね。今そんな話をする

とＢ棟もできなくなるよという話にならない

と私は思いますがね、国の土地を有効活用す

るということですから。どうでしょうか。 

 

○小林地域政策課長 議員御指摘のとおり、

合同庁舎の建設につきましては県、市が土地

を仲介するような形で国に転売したというこ

ともございますので、国の方には一定の責任

があるというふうに考えております。 

 ただ、現在計画がまだ、今一時見直しとい

うことで計画自体がなくなったような状況で

はございませんので、まだそのような段階に

はないのかもしれませんが、仮定の話になっ

てしまいますが、そのような場合には国に対

しては、一定の責任ある対応を求めていくと

いうのは当然の立場じゃないかと思っており

ます。 

 

○大西一史委員 それで、そういうことを示

してもらうということは、当然もう今から求

めていかないかんというふうに思いますが、

例えば、今、国の機能がどうなるか今はわか

りませんが、ここ１年、２年、少なくとも新

幹線開業までの間に、そこが大きく廃止され

るとかということに果たしてなるのかどうか
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というのは、私はちょっと疑問があります。

そんなに簡単にはいかないと思います。まし

てや、先ほど機能は残るということを神谷課

長もおっしゃった。そうであるならば、私は

思うんですけれども、例えば今福岡に国の出

先はたくさんありますよね。九州地方整備局

なんて、まさに福岡の一等地というところに

ありますよね。今、何人いるんですかね、福

岡の九州地方整備局は。 

 

○神谷企画調整課長 お手元の資料で申し上

げますと、13ページになります。全体で3,24

6名になってございます。これは各出先の各

県にある事務所も合わせた数でございます

が、すみません今手元に正確な数字はござい

ませんけれども、恐らく1,000から2,000の間

は福岡の合同庁舎に入っておるものと思いま

す。 

 

○大西一史委員 例えば、例えばですよ、こ

れは仮定の話を今ここであれこれしてもいけ

ないけれども、福岡にあるそういう出先を、

どう配置するにしても、ぜひ熊本に一旦移し

てくださいと、そして福岡の土地を逆に売却

することによって、もっと有効活用ができる

んじゃないかとかね、例えばそういうアイデ

アということも言ってもいいんじゃないか。

それは経済産業局だって当然福岡でしょう。

それから、ほかにもいろいろありますよね。

そういうものを集約すると、道州制の州都だ

ということを知事もおっしゃっておることを

考えれば、それが国になるか県がどうするか

ということは別にしても、そういうところま

でまだ今の段階では議論できないかもしれな

いけれども、将来的には国の有効活用策の中

では、だから要るんだということは言っても

いいんじゃないかなというふうに思うんです

よ。今、私が言ったようなことは、どう感じ

ますか。 

 

○神谷企画調整課長 まさに、今、大西委員

がおっしゃったようなアイデア、私どももそ

の広域連合というのは、道州制が今とまって

おりますけれども、将来実現するかどうかわ

りませんが、仮にその州都という話をすると

きには、この広域連合の段階から熊本の立場

というか、そういう九州の拠点性を持ってく

るんだという立場を表明していくべきではな

いかと内部では議論しておりますけれども、

これから外にどう出していくかとかは現状で

も意思決定しておるわけではございません

が、一応そういった議論もしておるところで

ございますので、具体的にどう動かなければ

いけないのかというのは、もっと詰めてまい

りたいと思っております。 

 

○大西一史委員 一応そういう内部的ないろ

いろな話をやっているんであれば、ぜひそう

いう……役所が来るのがそれ自体夢のある話

かどうかはちょっとわかりませんが、少なく

ともそういう雇用の場が熊本にたくさんでき

るということは、それはいいことですから、

そういうことも考えてもらいたい。それで、

なおかつほかにアイデアがあれば、県からも

もっと違うアイデアを言っていくということ

も、やはりこれは９月の代表質問でも自分の

意見として申し上げたところですけれども、

まだその段階には確かにないかもしれませ

ん。Ａ棟、Ｂ棟を国の責任においてきちんと

整備してほしいということを今言う段階だろ

うと思いますが、その段階を越えたところ

で、もうちょっと先の段階では私は、そうい

う国に対してアイデア、県としての有効活用

策としてはこういうことも考えられるがどう

かというような提案を積極的にやっていくべ

きだと思いますので、その点はお願いしてお

きます。以上です。 

 

○前川收委員 違う意見ですが、これはあく

まで意見です。確かに、ある段階を過ぎたと
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ころから、大西先生のおっしゃった部分とい

うのは必要になるかもしれませんけれども、

それは新幹線の開業に間に合わせるというさ

っきの話があって、Ｂ棟まで一緒に早くやろ

う、早くやってほしいというのが前提であれ

ば、恐らく執行部が今おっしゃったような話

を九州全体でまとめていくとか、もしくは各

省庁に御理解をいただくという部分について

は、スケジュールとしては到底間に合わない

と私は思います。ですから、今この時点、こ

の時点において整理すべき部分というのは、

Ａ棟、Ｂ棟もこれまでの経緯も含めて必要だ

ということを明確に国に言うこと、そして、

そのためには、さっき言った出先機関の廃止

という部分については熊本県の考え方という

ものをまとめておく必要があるということを

今この時点において言わないと、先はこう考

えていますけれども後はどう考えていますと

言いながら要望したって何もインパクトがな

くなってしまうと思いますので、今この時点

における議論としては、ぜひその整理をして

いただいて、そして我々にとってはこれまで

の経緯それから新幹線そして熊本城、そうい

った大きく関連するいろんな問題が含まれて

いる状況の中からは、Ａ棟、Ｂ棟が従前どお

り必要だという主張をするということをして

いかないと、ちょっとこの時期にそれが次の

議論に展開していくという議論ではまだない

のかなというふうに私は思っております。こ

れは意見です。 

 

○大西一史委員 前川先生の話は、確かに私

もそう思って、ただその上で、そういうこと

を見据えて県庁内ではきちっと検討しておか

なければいけないという意味でのあれです。

だから今ここですぐ国に意見書を出して、福

岡から持ってこいとかということをすぐ言え

ということではないです。十分な検討をした

上で当然その次の段階でそういうことも考え

ながら、シミュレーションしながらやってほ

しいということですので、今の時点は一緒で

す。でないと困るでしょう。 

 

○井手順雄委員長 ほかの項目について、質

問は何かございませんか。 

 

○大西一史委員 国の義務付け、枠付けの見

直しについての議論なんですが、私は９月の

委員会のときに、政権が変わってそして地方

分権のいろいろな影響ということに関して県

庁内で議論を、シミュレーションをいろいろ

とした方がいいという意見を申し上げたとこ

ろなんですが、例えば佐賀県あたりは、御承

知だと思いますが、義務付け、枠付けの県に

対するその影響ですね、例えば892項目のう

ち自治体施設の設置、管理基準を対象にした

142項目についての廃止か条例委任というも

のを今要請している中で、それを佐賀県独自

でシミュレーションした結果、30本ぐらいの

条例を新設する必要があるというようなこと

で、いろんなシミュレーションをされておる

ようです。こういったことというのは、県で

はやっているんでしょうか。 

 

○神谷企画調整課長 義務付け、枠付けにつ

きましては、今委員が御指摘のような成果物

として出せるようなところまではいってござ

いませんけれども、当然その条例を変えたり

とか基準を委任されれば条例に組まなければ

いけないということは、当然各部局に周知徹

底してございます。 

 それで、今考えてございますのは、計画が

間もなくできる予定でございます。892すべ

てやるという選択肢もあろうかと思っており

ますが、まずは計画で盛り込まれたものは確

実に法律に反映されますので、その辺は今月

中には計画ができると思っておりますので、

すぐ動けるような準備を今しているところで

ございます。 
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○大西一史委員 その892項目あるうち、や

っぱりそれぞれの影響というのがどのくらい

あるのかということで、その計画にきちっと

県の意見といいますかね……。これは佐賀県

が先手を打って独自でやっているんだと思い

ます。それが報道されたんだろうというふう

に思いますが、やはり現時点で具体的に佐賀

県が出しているのに熊本県は何も出てないと

いうのはどうなんですかね。検討が甘くない

ですか。 

 

○神谷企画調整課長 具体的な形では取りま

とめられていないというのは御指摘のとおり

でございますけれども、私どもしっかり義務

付け、枠付けの勧告の内容は随時見ておりま

すので、そこは動きとしては佐賀県に劣らず

にできると思っております。 

 

○大西一史委員 そうですか。では、どのく

らいの条例を変える必要があるというふうに

今お考えですか。 

 

○神谷企画調整課長 そこは全庁的に取りま

とめておらずに、そこは甘いところだという

のは十分認識してございますので、そこは…

…。 

 

○大西一史委員 これ以上いじめるとよくな

いと思いますが、甘いと思いますよ。だか

ら、国の動きがどんどん行っていく中で、や

っぱり本当に熊本県のそういう、先ほども前

川委員の御指摘のとおり、やっぱり熊本県に

とってメリットのある分権とそれからデメリ

ットになりかねない分権とが、やっぱり必ず

起こってくるわけですね。ただ、その両方

も、それは今市町村合併の中で県の権限を、

それは市町村にとっていいものも、それから

市町村にとっては非常に負担を強いるものも

含めて今分権をしようということで、権限移

譲しようということで進めているわけですか

ら、そういう意味ではその辺の整理というの

が、きちっとやっぱり、今の時点で９月に言

ってもう３カ月もたっていて、やっぱりはっ

きりそうやって条例の項目数、本数すら言え

ないというのは、やはり甘いとしか言いよう

がないというふうに私は思いますので、その

点についてはもう少し－－これ以上は言いま

せんけれども－－庁内でしっかり体制をとっ

て、そして年内にきちんとしたそういった県

民にわかるようなものを出していただきたい

というふうにお願いしておきます。以上で

す。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

○佐藤雅司副委員長 ここに７ページ、８ペ

ージからずっと、鳩山総理のあいさつで、地

域主権国家をつくるという言葉がずっとあっ

て、「一丁目一番地」だという話なんですけ

れども、何となく明治以来の中央集権体制と

いうことで、その対比として地域主権という

のは概念としてはわかるわけですけれども、

どうでしょうか、この地域主権という言葉に

ついてどのように……。成熟した言葉だろう

かというふうに私はいつも疑問に思っている

わけですが、局長、何かその辺についてちょ

っとお尋ねしておきたいと思いますけれど

も。 

 

○安倍総合政策局長 民主党の今回の総選挙

に当たってのマニフェストの中に、「地域主

権」という言葉が出てまいりました。それま

で分権推進委員会の方で出ておりましたの

は、「地方政府」というような表現はござい

ました。地方政府として、いろんな国のそう

いう機関を、いわゆる道州制を見込んだとこ

ろの考え方としてそういう言葉が出てきてお

ったんですけれども、分権推進委員会が言っ

ていたその「地方政府」と、民主党が言って

おられる地域主権の中身というのは、今回い
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ろいろお話を聞いている限りにおいては、ど

うも若干違うのかなと。民主党さんのおっし

ゃっているのは、やはり基礎自治体の充実・

拡充というのがポイントとして挙げられてお

ります。ですから、国や県のいろいろな権

限、機能が縮小されていく。その中で課題と

して、そういういろんな広域調整機能とかそ

ういうものについてどうするかという視点が

まだないように受けとめておりますけれど

も、確かに理想としての言葉としての「地域

主権」というのはわかりますけれども、我々

の方からすると、やっぱり分権推進委員会か

ら提案されておった地方政府、地方でできる

ことは地方でできるだけやっていくような、

その中で都道府県を見直していこうという発

想があったものと考えております。 

 

○佐藤雅司副委員長 どうもね、「地域主

権」という言葉は法制度の中にもないし、こ

れは一国一致の主権しかありません。地方に

主権があるなんていうことは、アメリカだっ

て１つのものしかないわけですから、絶対な

いと思うんですね。ただ、やっぱり概念とし

て国民受けしやすいような言葉を、いかにも

地方に全部、税源、権限全部やって、地域で

全部完結するんだというような印象を与えて

おるような気がいたします。やっぱり国の主

権というのは１つであって、全国一律、例え

ば外交でも防衛でもそれから教育の基本であ

るとか農業施策の基本であるとか、やっぱり

１つのものがきっちりあって地方というもの

が地域というものがあるというふうに私ども

はずうっと思ってきているわけですけれど

も、本当に地域主権をやるというならば相当

の、これは憲法改正からしなければならない

と私は思っているわけですけれども、その辺

のところは局長は何かありませんか。これま

でずっと行政をやられてきて、「地域主権」

という言葉が何か踊っているような気がしま

すけれどもね。 

 

○安倍総合政策局長 確かに先般、これは首

相補佐官の東京における、東京事務所長が出

席した会議があったんですけれども、その中

で補佐官が述べられておる「地域主権」とい

うのは、地域みずからが責任を持って行動し

ていくこと、これまで「分権」という言葉を

使ってきたが、それには分け与えるという感

じがあって、国と地方の縄張りの問題だとと

らえられていた。それで、あえて「地域主

権」という言葉を使ったということで、学問

的意味ではないというような言い方をされて

おりました。 

 副委員長が言われるように、「地域主権」

という言葉そのものについて、まだまだ国民

の中で十分に理解されていないと思います。

その辺を今後、新政権においてこの「地域主

権」の考え方というものが、きちっとしたも

のが打ち出されていくだろうというふうに、

私は理解しております。 

 

○佐藤雅司副委員長 概念としてとらえてい

けばいいということで、今、法的にあるいは

成熟した言葉じゃないということを、ちょっ

とここで確認させていただきたいと思いま

す。 

 

○井手順雄委員長 以上で、質問を終了いた

します。 

 次に、新熊本合同庁舎Ａ棟及びＢ棟の整備

について、現時点においては、先ほどもいろ

いろな意見が出ておりますけれども、出先機

関の見直しという議論がある中で、やはり現

時点においては熊本城の開発だとか土地取得

の経緯だとか、一番大事なのが駅周辺の開発

というようなところで、ぜひともＡ棟、Ｂ棟

は要るんじゃないか、そういった意味ではぜ

ひとも現実においては整備をしていただきた

いということで、意見書案を準備いたしまし

たので、ただいまより配付させます。 
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  （意見書案の配付） 

 

○井手順雄委員長 皆さん、一読をお願いい

たします。 

 この意見書案につきまして、御意見等がご

ざいましたら……。 

 

○鎌田聡委員 先ほどもかなり議論になった

わけですけれども、国の出先の廃止の動きは

やっぱり現実化してくると思うんですね。そ

ういった中でＡ棟、Ｂ棟の建設を求めるとい

うだけでは、やっぱり説得力が非常に薄いと

思うし難しいんじゃないかなというふうに思

いますので、先ほど大西委員からの意見もあ

りましたが、やっぱりＡ棟についてはこれは

ほぼでき上がっておりますので着実な整備を

求めるということはいいんですけれども、Ｂ

棟については、Ｂ棟の建設だけを求めるんじ

ゃなくて、あの土地の有効活用策を国の責任

においてきちっとやってくださいというよう

な内容に変えていった方が、これからの動き

を踏まえた中でも説得力がある意見書になっ

てくるんじゃないかなと私は思います。 

 ですから、そこの最後の方のくだりを、国

の責任において、あの合同庁舎移転用地の有

効利活用策をつくっていただくように、そこ

を求めるというように修正をすべきだと思い

ますが、どうでしょうか。 

 

○前川收委員 確かに御意見はわかりますけ

れども、Ｂ棟ができないと桜の馬場の熊本城

の計画に影響が出る。要するに、あそこにあ

る合同庁舎が行き先がなくなってしまうとい

う可能性がこの時点においてはあるわけであ

りますから、今おっしゃったことがわからな

いわけではないですけれども、この時点、や

っぱり時系列的なときに、今この時点におい

て我々が県議会として－－県議会としてです

よ、執行部の方はわかりませんけれども－－

県議会として国に求めるという前提から言え

ば、この案文で、要はＢ棟はつくらなくても

何かほかの方法を考えてよかですよというよ

うなニュアンスを今のところは出さないで、

その上でこのままぽっと出しておいた方がい

いんじゃないかと私は思います。 

 次のステップはくるのか－－こない方がい

いんですけれども－－くるのかもしれないと

思いますけれども、次のステップがきたとき

にその時点でやっぱり考えるという形で、今

はやっぱり求めるという形の方がいいんじゃ

ないかなと思います。 

 

○西聖一委員 今の件ですけれども、「さら

に」のところで「影響を及ぼすことも懸念さ

れる」とありますけれども、Ｂ棟ができなけ

ればこういう事態になるんですか。それを執

行部に聞きたい。 

 

○小林地域政策課長 現在、桜の馬場地区に

は、Ａ棟に入る以外にもＢ棟に入る予定の機

関といたしましては国税局、西税務署、国税

不服審判所、行政評価事務所等ございまし

て、最終的な分権改革の形がどのように落ち

つくかというところはあるんですが、再開発

に影響を与える可能性は全く否定できないと

考えております。 

 

○西聖一委員 Ｂ棟が入る予定ですけれど

も、何年後にはそこは全部なくなるという条

件なのか、Ｂ棟ができて初めて移るという条

件なのかですよね。Ｂ棟がなくても、移るこ

とは可能じゃないのかという話ですよ。例え

ば熊本市から言わせれば、開発計画があった

らもう２年後は全部更になるんじゃないかと

思うんですよね。 

 

○井手順雄委員長 基本的には、熊本城の下

にある合同庁舎がどかないと、要は開発がで

きないということでしょう。 
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○小林地域政策課長 現在、二の丸にあると

ころは築が昭和30年代で耐震性にも問題があ

るところでございますので、そういった意味

からもここを早期に出ていくという必要がご

ざいます。それで、合同庁舎の整備という形

で取り組んでまいったという経緯がありま

す。 

 

○井手順雄委員長 それにあわせて、熊本市

がそういう再開発の計画を立てたというよう

なことで認識してよろしいですかね。 

 

○小林地域政策課長 市としても、ここの跡

地をどう使うかというのは、今財務局から打

診があっている段階でして、どのように使う

か、今庁内で検討しているというところで伺

っております。 

 

○鎌田聡委員 関連ですが、二の丸には今何

名いらっしゃるんですか。 

 

○小林地域政策課長 現在、約1,650名働い

ているということでございます。 

 

○大西一史委員 今いろいろ質問が出ていま

したけれども、これは質疑はさっき打ち切ら

れたけれども、意見書に対してのいろいろな

文言については、私は鎌田先生がおっしゃっ

たことも、私もそうだろうなというふうに思

うんですが、前川委員がおっしゃったように

現時点ですよね、現時点で少なくとも知事も

同じように国に対して要望をし、熊本市の方

も地元自治体も市長も含めてそういう要望を

しているという段階において、私は熊本県議

会としても当然、国の責任においてＡ棟につ

いては新幹線開業に間に合うように、そして

Ｂ棟についても着実に建設推進をするという

ことですから、あそこを空き地にしておくと

いうことはあり得ないと、現時点で私は思い

ます。だから、それはやはり当然Ｂ棟という

案がずっとあっているわけですからね、しか

も、それはＰＦＩで何も役所だけが入るとい

う話じゃなくて、民間施設も入って有効活用

しようということであそこは計画をして、し

かも設計までして契約まである程度している

というような状況ですから、そういう意味で

は現時点では国の出先機関の見直しがはっき

りしない以上は建設をしてくださいというこ

とでの意見書で、私は問題はないというふう

に思います。それで次の段階で、ぜひまた委

員の皆さん方と一緒になって意見書なり何な

りを出すタイミングは、ひょっとしたら出て

くるときは、またそのとき議論をしましょう

ということでいいのではないかという意見を

私は申し上げておきます。以上です。 

 

○井手順雄委員長 意見も出尽くしたところ

でございますので、意見書案として本会議に

提出したいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

 （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 異議ありという意見がご

ざいます。それでは、この意見書案を提出す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

  （賛成者挙手） 

 

○井手順雄委員長 挙手多数と認めます。た

だいま御賛同いただきましたので、この意見

書案を議長に提出したいと思います。 

 なお、12月17日の本会議において意見書が

決議されましたら、提出につきましては正副

委員長に一任してよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 それではそのようにさせ
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ていただきます。 

次に第４、閉会中の継続審査についてお諮

りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については審査

未了のため、次期定例会まで本委員会を存続

して審査する旨、議長に申し出ることとして

よろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。 

 その他に入りますが、何かございませんで

しょうか。 

 

○前川收委員 九州議長会が主催してつくら

れました九州沖縄未来創造会議、私と西委員

の２人で出てまいりましたけれども、具体的

な内容は事務局にございますから取り寄せて

いただければ助かりますけれども、ざっと言

えば福岡と佐賀が割と積極的だというぐらい

で、あとの県は、まあ関心があるかなという

ぐらいで、積極推進というところまでは至っ

てないというのが現状の意見でした。 

 沖縄に至っては、モデルの中にも入ってい

ませんので、分権の話だけで終わっていると

いう前提であります。 

 ただ特徴的なのは、各県の中で出てきてい

るのは、やはり市町村合併が終わった後で、

その検証がちゃんと行われてない、やっぱり

市町村合併の検証をきちっとやった上で次の

議論に入るべきだというのが、全体的な意見

のトーンでありました。以上であります。 

 

○井手順雄委員長 ほかに、その他で何がご

ざいませんでしょうか。 

 

  （発言する者なし） 

 

○井手順雄委員長 それでは、以上をもちま

して第15回道州制問題等調査特別委員会を閉

会いたします。 

 

  午前11時22分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

 

  道州制問題等調査特別委員会委員長 
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